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市議会１２月定例会 教育委員会関連一般質問答弁の概要 

【一般質問】  

№ 質問者 答弁の概要 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土山 由美子議員 

(２日目３番) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発言の主題：１ 学校給食について（学校教育課） 

 

(1)財政状況について 

①小中学校給食事業全体の決算額の推移 

○ 給食事業全体の決算額は、元年度･約1億6,577万円､2年度･約

3億7,418万円､3年度･約2億6,661万円です。 

○ 2年度は、小学校調理等業務の民間委託導入、中学校配膳室改

修工事等により2億841万円増加し、3年度は、中学校配膳室改

修工事等の減等により約1億757万円減少しました。 

 

②個別費用の決算額推移 

○ 給食の経費負担は、法律では、給食実施に必要な施設･設備経費、

運営経費のうち、職員給与､その他の人件費及び給食実施に必要な

施設･設備の修繕費は学校の設置者の負担とされています。給食費

は、給食を受ける児童･生徒の保護者の負担とされており、各学校

で徴収管理しています。 

○ 決算額の主なものは、小学校費は、調理補助員人件費､調理等業

務委託料､食器類等の消耗品､備品購入費､ｶﾞｽ使用料､施設管理費

等､中学校費は、調理等業務委託料､予約管理ｼｽﾃﾑ運用業務委託料､

施設管理費､加熱機器賃借料､備品購入費等です。 

○ 主な費目の決算額は、小学校･ｶﾞｽ使用料は、元年度･約1,343

万円､2年度･約1,182万円､3年度･約1,413万円で、元年度･2年

度は､感染症蔓延防止のための学校休業等により減少しました。委

託料は、元年度･約722万円､2年度･約5,932万円､3年度･約6,024

万円で、調理等業務の民間委託を2年度から導入したことから増

加しました。備品購入費は、元年度･約1,992万円､2年度･約2,283

万円､3年度･約876万円で、年度で購入額に差があることから増

減しました。 

○ 中学校の委託料は、元年度･約1,892万円､2年度･約4,386万円､

3年度･約1億98万円で、給食の全校導入等に伴い増加しました。

備品購入費は、元年度･約357万円､2年度･約1,873万円､3年度･

約126万円で、2年度は給食導入準備に伴い増加しました。  

 

③就学援助費における給食費決算額及び対象人数の推移 

○ 小学校･就学援助費の給食費決算額は、元年度･約2千万円､2年

度･約2,295万円､3年度･約2,170万円、対象者数は、元年度･494

人､2年度･528人､3年度･481人で、年度によって増減しました。 

 

資  料 

１ 
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○ 中学校給食費は、元年度･約154万円､2年度･約284万円､3年度･

約866万円で給食の導入に伴い増加しました。対象者数は、元年

度･257人､2年度･253人､3年度･249人で、生徒数の減少に伴い対

象者も減少しました。 

 

(2)公会計への見解について 

○ 小学校給食費･中学校牛乳代は、私会計で行っております。 

○ 公会計化の効果として、教職員が担っている給食費の徴収､督 

促等の管理業務を市に集約することにより学校の負担軽減が期待

できます。さらには、給食費の予算､決算､監査等を、市･会計制度

に基づき執行することで透明性が確保されるとともに、未納者に

対して法的措置を講じることが可能になり、保護者負担の公平性

等が期待でき、合わせて、納付方法を多様化できることから、保

護者の利便性の向上というﾒﾘｯﾄも考えられます。 

○ 一方、公会計化するには、給食費管理ｼｽﾃﾑを導入する必要があ

り、同時に給食費の賦課徴収等の管理業務を担う正規職員の追加

配置が必要と考えています。 

○ 給食費の徴収等業務は、基本的には、学校や教員の本来業務で

はなく市が担っていくべき業務ですので、財政状況及び定員管理

の状況を鑑み、費用対効果を十分に考慮し、引き続き導入事例を

研究してまいります。 

 

(3)食材の選定基準について 

○ 物資選定は、国･給食衛生管理基準及び市･給食物資選定基準に

基づき行っています。 

○ 国･基準には、食品選定は、①過度に加工したものを避け､鮮度

の良い衛生的なものを選定する、②有害なもの･疑いのあるものは

避ける、③有害･不必要な着色料等､その他の食品添加物が添加さ

れた食品や内容表示､消費期限･賞味期限､製造業者等の名称･所在

地､使用原材料･保存方法が明らかでない食品は使用しない、④可

能な限り使用原材料の原産国の記述がある食品を選定するとあり

ます。 

○ 給食で使用する物資は、選定段階で納入業者提出の食品の成分

表や規格書等の書類から、市選定基準に基づき選定しています。 

○ 具体的には、①日本農林規格､法施行規則に定められた規格等 

に準ずるもの以上のもの、②原則､国内産のもの、③消費期限･賞

味期限の期限内のもの、賞味期限内でもできるだけ製造後新しい

もの、④不必要な食品添加物を含まないもの、⑤極力､遺伝子組換

え食品でないもの、⑥容器等は容器包装規格基準適合品であり食

品衛生上安全なもの、⑦異物混入のないもの、⑧小分け包装で納

品される物資は賞味期限･小分け年月日が明記されている、⑨加工

品は原料配合表等が提出されている、⑩規格､数量､産地､仕入れ

先､流通経路等が明らかなもの､加工品は原材料まで明らかなも

の、国産以外の原材料は残留農薬の検査結果･ﾒｰｶｰからの安全証明

が添付されているもの、⑪原料は､残留農薬基準に適合しているも

の、⑫ｱﾚﾙｷﾞｰ物質を含む､特定原材料､特定原材料に準ずるものの
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表示があるもの、等です。給食の物資選定に当たり基準を満たし

たもの、原材料まで明らかな物資を選定し、使用しています。 

 

(4)食材費高騰への対策について 

○ 給食食材の高騰が続いていますが、1学期は物資の価格が決 

まっていたことから、大きな影響を受けずに実施できました。 

○ 2学期以降は、食材費高騰の影響を受ける恐れがあることから、

保護者負担軽減のため、国･交付金を活用した補正予算を9月議会

で承認いただき、学校等に補助することで、給食費の保護者負担

を増やすことなく、これまでどおりの栄養価や量を保った給食の

実施に努めています。 

 

２  

長嶋 一樹 議員 

(２日目４番) 

 

 

発言の主題：１ 教育行政について 

 

(1)小中学校の改修、建て替え計画について（教育総務課） 

○ 公共施設の老朽化対策が全国的な課題となる中、国は平成２５

年１１月に策定したインフラ長寿命化基本計画において、地方公

共団体が個別施設ごとに長寿命化計画を策定することを求めると

ともに、文部科学省は平成２７年４月に「学校施設の長寿命化計

画策定に係る手引」を作成し、計画の考え方等が示されました。 

○ 本市の学校施設は、昭和４０年代から昭和５０年代にかけて整

備されたものが多く、築後３０年を経過した建築物が８割を超え

るなど、老朽化が進行しており、計画的に維持管理や改修等を行

っていく必要があります。 

○ 学校施設については、学習内容、学習形態の多様化への対応を

図るとともに、地域コミュニティや防災拠点としての機能強化が

求められています。 

○ 本市においても、学校施設の詳細な実態を把握し、中長期的な

維持管理等に係る経費の縮減と予算の平準化を図りつつ、学校施

設に求められる機能、性能を確保することを目的に、計画期間を

令和４年度からの４０年間とする伊勢原市学校施設個別施設計

画、いわゆる長寿命化計画を昨年度、策定しました。 

○ 本計画は、令和４年度から４０年間を計画期間とする、長期間

の計画となることから、今後の施設整備等に最も大きな影響を及

ぼすと考えられる、校舎の建替え時における施設規模の想定にあ

たり、少子高齢化の進展を背景とした「児童生徒数の推移と見通

し」を考慮し、年次計画を策定しました。 

○ 本市の児童生徒数は、本計画を策定した令和２年時点で 

７，１６２人となっており、児童生徒数のピークでありました、

昭和５８年から約４３パーセント、減少しています。 

○ 本市の次期総合計画策定のための基礎調査として実施した将来

人口推計では、令和１２年における児童生徒数は、令和２年から

１９パーセント減少し、約５，８００人となり、令和４２年には

５５パーセント減少し、約３，２００人となることが見込まれて

います。 
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○ 計画でお示しした４０年間の改修経費の試算においては、こう

した児童生徒数の減少に伴う学級数の減少見込みを踏まえ、校舎

建替え時の施設規模を積算しています。 

○ 本計画の策定に当たり、過去に実施した耐震診断結果等を用い、

施設の「構造躯体」の健全性について確認するとともに、現地調

査 を行い、屋上や外壁、内部仕上げ等の部位ごとに「構造躯体

以外」の劣化状況を把握しました。 

○ 調査の結果、施設の構造躯体については、全ての校舎で耐震性

が確保されていることが、改めて確認されました。 

○ 長寿命化改修の目安としているコンクリート圧縮強度につい

ては、計画上の基準に満たない校舎が４棟あり、これらについて

は改築すべき建物として整理しました。 

○ 躯体以外の劣化状況については、現地調査の結果、屋上と外壁

については、過去１０年の間に屋上改修工事を１１棟、外壁改修

工事を１８棟、実施していることから、広範囲に劣化が進んでい

る棟は３割程度でしたが、施設内部や電気設備については、壁面

の塗装や設備更新などの大規模な改修を実施していない棟が多い

ことから、５割から６割程度の施設に広範囲に劣化が認められる

という評価結果になりました。 

○ 本計画では、施設の老朽化への対応や、学習・生活環境の変化

への対応、地域拠点としての整備等、学校施設整備における諸課

題を踏まえ、学校施設の目指すべき姿を、（１）安全に過ごせる学

校施設、（２）これからの教育に対応する学校施設、（３）環境変

化に対応できる学校施設、（４）地域に開かれた学校施設、の４項

目に整理しています。 

○ 計画では、これら目指すべき姿の実現に向けた、基本的な考え

方として、（１）老朽化の進む施設の安全確保と機能向上、（２）

ライフサイクルコストを考慮した計画的な施設整備、（３）他の機

能との複合化・共用化の３つの方針を掲げています。 

○ 具体的には、１つ目の方針「（１）老朽化の進む施設の安全確保

と機能向上」では、建物を安全に使用するため、部材の落下の危

険がある箇所や躯体の健全性に影響を及ぼす可能性のある劣化箇

所について優先的に改修を実施するとともに、多様化する学習内

容やインクルーシブ教育システムの実現等、社会環境の変化に対

応した施設整備等を行うとしています。 

○ ２つ目の方針「（２）ライフサイクルコストを考慮した計画的な

施設整備」では、各建物のライフサイクルコスト等を考慮した計

画的な改修を進め、改修に係る経費の縮減と平準化を図るととも

に、児童生徒数の将来推計等を考慮し、適正な施設規模や整備水

準となるよう、施設整備を行うとしています。 

○ ３つ目の方針「（３）他の機能との複合化・共用化」では、放課

後の児童の居場所や地域コミュニティの拠点として、複合化や共

用化が可能な施設整備を行うとともに、地域の防災拠点として、

高齢者や障がい者など、様々な利用者に配慮した施設整備を行う

としています。 
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○ 本計画に基づき、引き続き、学校施設を取り巻く環境の変化に

適切に対応するとともに、財源の確保に努めながら、計画的な維

持管理と施設整備に努めたいと考えます。 

 

＜再質問＞ 

●計画の期間が40年間である理由は 

○ 本計画の目的は、学校施設の中長期的な維持管理等に係る経費

の縮減と予算の平準化を図りつつ、学校施設に求められる機能、

性能を確保することとしています。 

○ 今後の維持・更新コストの算出期間を４０年間とし、長期的な

視点をもって計画を策定したところです。 

○ 本計画は、施設や設備の状況や、学校を取り巻く状況の変化等

に対応するため、定期的に見直すこととしています。 

 

●計画では、改修、建替えの経費についてどのくらいかかると、試

算しているか 

○ 本市の学校施設は、昭和４９年から昭和５９年にかけて集中し

て建設されたものが多いことから、今後、施設の更新を行う上で、

財政負担が集中することが懸念されています。 

○ 長寿命化改修の実施にあたっては、改修後の施設の使用期間と、

改修にかかる経費から費用対効果を考慮する必要があると考え

ます。 

○ 本計画では、施設改修の基本的方針において、建築から４０年

以上が経過している旧耐震基準の建物は築７０年で建替えを行

い、新耐震基準の建物は築５０年で長寿命化改修を行う、「建替

え・長寿命化併用型」により施設の更新を行い、費用対効果を高

めつつ、経費の平準化を図ることとしました。 

○ 児童生徒数の減少に伴う学級数の減少見込みを踏まえ、試算を

行った結果、今後４０年間に必要な経費は総額３９９億円で、全

ての施設を建替える「従来型」と比較すると総額で９６億円の削

減と推計されました。 

○ 今後、必要と見込まれる経費については、これまでの施設整備

に係る実績額との乖離があることから、建替えや長寿命化改修を

計画している建物については事前に詳細な調査等を実施し、更新

方法や実施時期等について必要な見直しを図るなど、さらなる経

費の縮減等に努める必要があると考えます。 

 

●老朽化による学校運営への影響について 

○ 施設の老朽化については、雨漏りや電気の不具合による授業へ

の影響はもとより、給排水等設備の不具合による給食への影響な

ど、学校運営に大きな影響を及ぼすことになります。 

○ 学校施設個別施設計画では、構造躯体への影響や屋上、外壁等

の安全性等に関わる部位のうち、劣化が広範囲に進んでいる箇所

の改修を、今後１０年間で優先して実施することとしています。 

○ 電気や給排水設備につきましては、毎年度実施する専門業者に

よる点検等の結果を受け、故障や不具合が生じる可能性のある箇
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所については、極力、早期に対応し、未然防止を図ることとして

います。 

 

●近年の施設の改修状況（実績）と、今後の施設の改修状況 

について 

○ 近年の学校施設における主な改修実績につきましては、令和元

年度に市内全小中学校の普通教室と特別教室にエアコンを設置

するとともに、令和３年度に大田小学校２期校舎トイレの全面リ

ニューアルを実施いたしました。 

○ 各学校のトイレの状況を考慮し、令和３年度に石田小学校、山

王中学校、及び成瀬中学校において個別の洋式化改修等に取り組

むなど、施設の環境改善等に努めて参りました。 

○ 今後の改修につきましては、学校施設個別施設計画に掲げる実

施計画におきまして、令和４年度から令和８年度までの５年間

は、先ほど申し上げた、構造躯体への影響や安全性に関わる部位

で、劣化が進んでいる箇所の改修に優先的に取り組むとともに、

トイレのリニューアルや施設の建替えを見据えた中規模改修等に

取り組むとしています。 

○ 同計画に基づき、今年度については、高部屋小学校１期校舎と

体育館及び竹園小学校西校舎のトイレのリニューアルを夏期休

業期間に実施するとともに、伊勢原中学校と中沢中学校の電気設

備を更新するなど、施設の環境改善と機能の維持を図りました。 

○ 学校施設の維持管理等に係る経費の縮減と予算の平準化を図り

つつ、学校施設に求められる機能、性能を確保するための取組を

推進したいと考えます。 

 

●長寿命化計画で施設を改修した場合、躯体の改修だけではとどま

らないと思われるが、他にどのような改修が必要になってくるの

か 

○ 学校等の建物は、躯体が健全であれば、躯体以外の部分を改修

し、施設の機能を維持・向上さることで長寿命化を図り、機能的

にも耐用年数まで使用することができる、とされています。 

○ 本計画では、経常的な修繕に加え、建替えの前後２０年と長寿

命化改修前の２０年で実施するとしている「中規模改修」におき

まして、施設の屋上・外壁や内装等の改修のほか、設備機器の改

修を行い、経年により劣化した箇所の機能回復を図りたいと考え

ます。 

○ 新耐震基準の校舎等を対象に実施するとしている「長寿命化改

修」においては、躯体の補修に加え、児童生徒の学習や生活環境

の変化に対応するため、多様な学習形態やＩＣＴの活用を推進す

るための整備を行うとともに、インクルーシブ教育システムの構

築等に向けたバリアフリー対策や、環境負荷の低減のための省エ

ネルギー対策等に取り組み、施設の機能向上を図りたいと考えま

す。 

 

●今後、どのようなプロセスを経て、建て替えとなるのか 
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○ 本市の学校施設個別施設計画では、令和１５年度から校舎等の

建替えを計画しており、建替えに際しては、該当校に係る基本構

想や基本計画等を予め策定し、施設整備に係る具体の検討を行う

ことになると考えます。 

○ 具体的には、基本構想では、学校敷地や周辺環境などの基本的

な条件を調査するとともに、児童生徒の保護者や教職員、地域住

民等の関係者による検討の場を設け、求められる学校像や施設整

備の在り方等を議論し、計画への反映を図ることになると考えま

す。 

○ 基本計画については、基本構想に基づいた諸条件の整理を行

い、校舎の配置や、必要な教室数等の整理、他の機能との複合化

を考慮した施設の構成、工事計画等を位置づけるものと考えます。 

○ 校舎等の建替えに際しては、これらの計画に基づいた基本設計

及び実施設計を行う必要があることから、ただ今申し上げたプロ

セスを推進するため、予定する工事着手の５年程度前からの事業

工程が必要になるものと認識しています。 

 

●今後の本市の学校施設のあり方と、学校統廃合の見通しについて 

○ 本市の学校施設につきましては、繰り返しになりますが、建築

後３０年を経過した建物が８割を超えるなど老朽化が進行してお

り、学校施設個別施設計画に掲げる「学校施設の目指すべき姿」

の実現に向け、計画的な施設改修等に取り組む必要があると考え

ます。 

○ 少子化のさらなる進展により、中長期的には児童生徒数の大幅

な減少や、１１学級以下のいわゆる小規模校の増加が見込まれて

おり、学校の小規模化に伴う諸課題が、これまで以上に顕在化す

ることが懸念されています。 

○ 将来にわたり教育の公平性や教育水準の維持向上を図るため、

地域コミュニティの核施設としての学校の役割等に留意するとと

もに、児童生徒の保護者や地域住民等の理解を得ながら、次期総

合計画・前期基本計画期間において、小・中学校の適正規模・適

正配置について検討を行いたいと考えます。 

○ 「学校の統廃合の見通し」につきましても、この議論の中で基

本的な考え方等を整理してまいりたいと考えます。 

 

(2)コミュニティ・スクールについて（教育指導課） 

●導入の経緯 

○ 平成２９年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が

改正、また、国の第３期教育振興基本計画において「学校運営協

議会制度を全ての公立学校において導入することを目指す」とさ

れました。 

○ 「開かれた学校」から更に一歩踏み出し、学校に関わる様々

な立場の人々が目標やビジョンを共有し、学校と地域がパー

トナーとして連携・協働しながら学びを展開していく、「地

域とともにある学校」へと転換していくことが重要です。 
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○ 本市においても、本年７月１２日をもって、全市立小中学校へ

の学校運営協議会の設置が完了しました。 

○ 学校運営協議会は、学校運営や必要な支援に関する協議を

行う合議体で、教育委員会が委嘱し、特別職の地方公務員の

身分を有することになります。 

 

＜再質問＞ 

●学校運営協議会の役割 

○ 学校運営協議会では、主に、学校運営に関する基本方針に

関すること、学校及び児童生徒への必要な支援に関するこ

と、学校及び児童生徒の教育に関する教育委員会への意見の

申し出に関すること等について協議を行います。学校運営協

議会は合議体になりますので、単に学校運営を批判するよう

な意見をあげる会議ではなく、委員には、学校について一定

の理解をしていただいた上で、その運営の改善に資するよう

な建設的な意見が求められます。 

 

●メンバー構成 

○ 学校運営協議会の委員は、対象学校に在籍する児童生徒の

保護者、学区内に居住する住民、校長、教職員、地域学校協

働活動推進員等の学校の運営に資する活動を行う者の内か

ら、教育委員会が委嘱または任命することとなっています。 

 

●開催状況、協議内容 

○ 令和４年度は、各小中学校の学校運営協議会は、年２回か

ら３回の開催が予定されています。一部の学校の事例となりま

すが、１学期に開催された第１回学校運営協議会では、学校長よ

り学校教育目標や運営方針等に関する説明がなされ、承認を受け

たと聞いています。また、登下校時の見守り活動のあり方や不審

者対応等について、情報交換や協議を行った学校もございました。

第２回学校運営協議会は、授業参観と組み合わせて、ＧＩＧＡス

クールのタブレット端末を活用した授業についての意見交換や、

学校評価アンケートについて協議を行った学校がございました。 

 

●近隣自治体の導入状況 

○ 全ての県立学校はコミュニティ・スクールとなっており、

近隣では、令和４年１０月末の時点で、厚木市と海老名市、

二宮町は全小中学校がコミュニティ・スクールとなっていま

す。大磯町では、分校を除く小中学校がコミュニティ・スク

ールになっております。 

○ また、秦野市では半数の小中学校に、平塚市では分校を含

む小中学校それぞれ３校に導入されております。 

 

●委員以外の一般の保護者が、意見がある場合の対応 

○ 構成メンバーに「対象学校に在籍する児童生徒の保護者」

とありますので、学校運営協議会委員の中に、必ず１名以上
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の保護者が含まれております。保護者の代表として学校運営

協議会の委員になられた方を通じて、御意見等をいただくこ

とを想定しております。 

 

●どのような変化が期待されるか。 

○ 「学校運営協議会」は会議体ですので、会議を設置してコ

ミュニティ・スクールになったことにより、急に大きな変化

が起こるものではなく、何年かかけて成果が現れるものと考

えております。「目標・ビジョン」が共有されることにより、

それぞれの地域の特色を生かした学びが充実することが期

待されます。児童生徒指導や防犯、防災等の面でも、課題解

決に向けて学校と地域が一体となって取り組むことで、これ

まで教職員が担っていた業務の負担軽減につながり、教職員

が子どもと向き合う時間が増えることが期待されます。 

 

●地域住民に期待すること 

○ 学校・家庭・地域が一体となって、それぞれの立場で責任

をもって、“地域の宝”である子どもたちの成長を支えると

いう意識をもちながら活動を継続していただくことを期待

します。 

 

 

３ 

 

 

大垣 真一 議員 

(３日目２番) 

 

 

  

発言の主題：１ 教育を活かした「選ばれる」まちづくりに 

向けて（教育指導課） 

 

(1)私立中学受験者数について 

○ 私立中学校の受験者数及び受験率は、国立及び私立学校へ

の進学者は全体の４．５％程度であり、私立中学校への受験

者数及び受験率においても、この数年で割合は増えてはおら

ず、同程度の割合で推移していると考えられます。 

 

(2)全国学力・学習状況調査結果について 

○ 令和３年度の調査結果において、本市は全国及び神奈川県の平

均と比較して±５％の範囲内でしたので、大きな差は見られない

と判断しております。結果については、その正答数や正答率の数

値を比べることだけではなく、その結果を精査し分析することを

通して、本市児童生徒にとって、よりよい学びの実現に向けて取

り組んで参りたいと考えております。 

 

(3)ICT 教育について 

○ 本市においても、学習の個別最適化と協働的な学びの実現

により、主体的・対話的で深い学びによる資質能力の育成を

目指し、各校での ICT を活用した実践研究を積み重ねている

ところであります。 

○ 令和４年度全国学力・学習状況調査の生徒質問紙の結果か

らも、ICT を積極的に活用した授業展開がなされていること
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がわかります。 

○ 学校教育情報化推進計画は、「学校教育の情報化の推進に

関する法律」にて、その策定が市町村においても努力義務と

されております。本市の策定については、今後、国、県の動

向も鑑みながら、適切に対応して参りたいと考えています。 

 

＜再質問＞ 

●受験者数の把握について 

○ 私立中学等受験者については、各小学校にて、無理のない

範囲で中学校受験についての意向を把握しております。 

中学校進学にあたっては、受験を予定している児童だけでな

く、その他の児童も不安をかかえる時期でありますので、児

童一人一人の心身の状態に気を配り、必要な支援を行ってお

ります。 

 

●公立学校の優位性について 

○ 公立学校の優位性については、日々多様な子どもたちが集

い、様々な活動を行う環境の中で、子どもたちは、教科面の

学力の向上のみならず、コミュニケーション能力など、今後

社会生活を送る上での力が育まれやすい環境にあります。ま

た、学校が近いので通学の安全性が高いということもござい

ますが、特に伊勢原市においては、小中学校が地域と密接に

つながっており、地域の方々とのつながりの中で地域から支

えられ子どもたちが育まれているということも公立学校の

優位性であります。 

 

●小中学校と地域のつながりについて 

○ 登下校の見守りやパトロール、校外学習のつきそい等に 

よる児童生徒の安全確保、図書室の整理や花壇の整備等の学

校の環境整備、田植えや稲刈り体験、読み聞かせ等の体験活

動、和太鼓指導やミシンボランティアなどの学習活動等、学

校の教育活動全体にわたりさまざまな場面で密接に支えて

いただいております。また、コミニティ・スクールにより、

より一層の地域との連携・協働が深まることも期待されま

す。 

 

 ●学校教育目標について 

 ○ 各学校校長のリーダーシップのもと、日々の教育活動に

生かしております。職員会議等にて教育活動を確認、共有し、

PTA 総会や学校運営協議会、学校便り等を通して保護者や地

域に発信しております。また、学校運営協議会において協議

をするなど、学校教育目標を地域とも共有し開かれたカリキ

ュラムとなるよう努めてまいります。 

 

 ●全国学力・学習状況調査結果の正答数・正答率について 

 ○ 正答数及び正答率にこだわることは、その数値を上げる
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ことが目的化することが懸念されます。子どもたちの学びの

充実にはつながりません。学習指導要領等において求められ

る学びの実現を目指し、児童生徒に資質能力が育まれた結果

として、全国学力・学習状況調査における正答数や正答率が

あると考えております 

 

 ●結果を踏まえた取組や支援について 

 ○ 全国学力・学習状況調査の結果を基に、市全体の分析を

行い、今後の教育活動に生かすようにしております。各校に

おいても結果を分析し、学校便り等で家庭地域にお伝えして

おります。また、面談等の機会において児童生徒にアドバイ

ス等を行っております。さらに、教育委員会としては、年次

研修や研究を通して、教育ニーズ合致した人材育成や指導力

の向上に生かすよう努めております。 

 

 ●よりよい学びとは、本市が特に力を入れていること 

 ○ よりよい学びの一つとしては、学習指導要領が示す資質

能力の育成に向けた、主体的・対話的で深い学びであると捉

えております。 

 ○ 伊勢原市の学校として特に力を入れていることは、小中

学校に指導補助員の配置や教科担当制を県下でも早くから

取り組み、きめ細やかな教育の実現を図ってきております。

今後さらに、義務教育へのスムーズな適応を図るため、小学

校低学年の３０人学級を学校の要望があれば可能とするよ

う研究を進めてまいりたいと考えております。 

 

 ●主体的・対話的で深い学びの教育について 

 ○ 主体的・対話的で深い学びについては主に普段の授業の

中で行われております。興味や関心を持ち、自己のキャリア

形成と関連付けて、見通しを持って粘り強く取り組み、振り

返り次につなげる「主体的な学び」を行ったり、子供同士の

協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方等を通じ、

自己の考えを広げ深める「対話的な学び」を行ったり、各教

科等の「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連

付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成した

り、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に

創造したりすることに向かう「深い学び」を行うことによっ

て、児童生徒の資質能力を育んでいます。 

 

●教科担当制について 

○ 教科担当制では、非常勤講師を配置することで、学級担任

等がお互い交換授業をして、チームとしてきめ細やかに子ど

もたちに対応する体制整備を行っております。専門性の高い

教科指導、複数の教員による多面的な児童理解を図ることが

できます。教科については、非常勤講師は各校の実態に応じ

た柔軟な指導体制をとることが可能となっています。教科担
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当制については、学校のニーズを把握し研究を重ね、非常勤

講師の配置の拡充に努めていきたいと考えております。 

 

●本市の教育理念について 

○ これまで行ってきた伊勢原の学びづくりや９年間を見通

したきめ細やかな教育を通して、意欲を培う児童生徒の育

成、子どもたちや保護者に寄り添った相談・支援体制のさら

なる充実を図ってまいります。 

○ 伊勢原市の教育理念は「人がつながり未来をひらく学び合

うまち伊勢原」でございます。コミュニティ・スクールの取

組を活かし地域とともにある学校づくりを進める中で、公立

学校の優位性を生かし、子どもたちが将来の夢や目標が持て

るように地域の方々と一体となった教育を進めてまいりた

いと考えております。 

 

４  

川添 康大 議員 

(３日目５番) 

 

 

発言の主題：２ 地産地消の取組について（学校教育課） 

 

(1)学校給食への地場産品の導入促進について 

○ 小学校給食への地場産品の導入促進として、野菜生産者、JA湘

南と協力して学校給食地場野菜使用推進会議を組織し、平成27

年9月から、4月と8月を除く各月1回、市内全校に、生産者か

ら、直接、採れたての野菜を納品していただき地場産品の導入促

進とともに、子どもたちの食育推進の場として活用しています。 

○ 使用する野菜は、事前に地場野菜使用推進会議で協議し決定し

ており、昨年度使用した野菜は、たまねぎ､じゃがいも､なす､さつ

まいも､里芋､大根､白菜､ほうれん草､葉にんにく､みかん､長ねぎ､

ｷｬﾍﾞﾂです。 

○ なお、納入価格は青果業者対象の物資選定価格と同額以下と 

し、費用は、各学校からJA湘南を通じて生産者に支払っており、

昨年度の総額は約60万5千円です。 
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№ 質問者 答弁の概要 

５  

田中 志摩子議員 

(３日目６番) 

 

 

発言の主題：１ 屋内スポーツ施設の整備拡充について 

（教育総務課） 

 

＜再々々質問＞ 

●体育館でのスポットクーラーの使用に関する学校施設管理

者の立場からの見解について 

○ 近年の猛暑を考えると、小中学校の体育館における教育環境の

改善は、課題であると認識しています。 

○ 体育館へのエアコンの設置に向けては、施設の断熱化等の構造

上の課題が大きいことから、議員ご指摘のとおり、スポットクー

ラー等の空調設備を設置することは、暑さ対策として有効と考え

ます。 

○ 現在、夏場の体育館においては、多くの学校で、より多くの児

童生徒に送風できる、大型の扇風機を設置し、熱中症対策を講じ

ながら体育実技等の授業を行っているところです。 

○ 学校開放における、災害時用のスポットクーラーの活用につき

ましては、不特定多数の利用者の使用が想定されることから、先

ほどの答弁にもありましたように、機器の適切な管理等が課題に

なると考えています。 

 

 
















































